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事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 一般財団法人伝統的工芸品
産業振興協会

補助（定額、2/3、1/2）

事業イメージ

事業目的・概要
現在、236存在する伝統的工芸品の指定産地は、ほとんどが個人事
業者や中小・小規模企業により支えられています。

一方、昨今の生活様式の変化や安価な輸入品の増大による需要の
低迷等の課題に直面し、伝統的技術・技法の継承が危機的状況にあ
ります。

本事業では、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律（伝産法）」
の規定に基づき、伝統的工芸品産業の振興を目的とする一般財団法
人伝統的工芸品産業振興協会が実施する人材育成及び技術・技法
継承、産地指導、普及推進、需要開拓の各事業を補助します。

全国的規模・視野に基づく同協会の事業に対する支援を通じて、個々
の産地では対応が困難である、国内外のバイヤーや消費者等とのネット
ワーク構築、海外への情報発信による新規需要開拓等に貢献します。

成果目標
各実施事業において成果目標（KPI）を設定するとともに、そのKPIを
達成する事業数について全体の8割以上となることを目指します。

全国の伝統的工芸品の作り手と販路を持つプロデューサーとのマッチングに
よる現代のニーズに合った新商品開発・成果発表展示会を実施します。

需要開拓事業（国内外でのPR）

需要開拓事業（フォーラム事業）
【重慶のショールームの様子】

カップホルダー
【駿河竹千筋細工】

ティッシュボックス
【飛騨春慶】

お弁当箱
【尾張仏具】

【全国大会（岩手）での出展の様子】

海外展開拠点としてフランス・パリや中国・重慶に常設のショールームを開
設し、ブランディングや市場調査を実施するほか、全国大会等を通じて事
業者の海外展開や販路開拓を支援します。
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